
様式第 3号(第 8条関係) 

(平20告示17・平25告示5・一部改正) 

「みどり市第8期高齢者保健福祉計画策定」に係るパブリックコメントの結果 

 

☆意見等の募集期間：令和 3 年 1 月 12 日 ～ 令和 3 年 2 月 1 日 

☆意見等の受付件数：  1件 

(提出方法の内訳：郵便等  人、ファクシミリ  人、電子メール  人、持参 1件) 

 

1 ご提出いただいた意見等を内容により整理し、意見等の概要を掲載します。 

 (1)「養護老人ホームへの入所」についての意見 

番号 ご提出いただいた意見等の概要 市の考え方 

1  養護老人ホームの果たすべき役割の重要性は、市におい

ても十分認識していることと思いますが、養護老人ホーム

の入所が必要な方に対して、その受け皿となる施設の整備

は不可欠です。 

 現在、市内にある唯一の養護老人ホームは老朽化が著し

く入所者の受け入れが困難になる状況が懸念されます。こ

のことを踏まえ、現計画では「施設が老朽化しているた

め、安全性の確保の面から、施設の改善についても検討し

ていきます。」としておりますが、次期計画（素案）では

施設整備の考え方が示されていませんので、養護老人ホー

ム施設整備の市としての考え方を計画に盛り込んでくださ

い。 

養護老人ホームの役割について

は、経済的な理由であったり、虐

待等により家族と一緒に生活する

ことができない高齢者の受け入れ

先となるなど、重要な役割を果た

していると認識しています。 

既存施設の老朽化により、施設の

改修が必要となることも想定され

るため、第 7 期計画と同様に加筆

します。 

  

 

2 ご提出いただいた意見に基づき、次のとおり素案の修正を行いました。 

変更前 変更後 変更理由 

～施設と連携して入所が必要な高

齢者への支援に努めます。 

～施設と連携して入所が必要な高

齢者への支援に努めます。 

また、施設が老朽化しているた

め、安全性の確保の面から、施設

の改善についても検討していきま

す。 

高齢化の進捗とともに、個人

が抱える様々な事情により地

域の中で生活することが困難

な高齢者の受け入れ機関とし

て重要であるため。 

 

☆問い合わせ先：保健福祉部 介護高齢課  TEL：0277-76-0974 

                          FAX：0277-76-9048 

                          電子メール：kaigo@city.midori.gunma.jp 

 


